


記

○ 大学等においては、先端的な教育･研究活動が行われているところである

が、このような教育･研究活動を行う上では、貨物の輸出及び非居住者に対

する技術の提供等につき規制している外為法の趣旨を十分踏まえる必要があ

ること。

○ 例えば、国際的な共同研究等において、海外への貨物の輸出（試作品や試

料等の送付・持ち出し）は、外為法に基づく経済産業大臣の輸出許可の対象

となる場合があること。また、大学等において受け入れている留学生等につ

いて、入国後６ヶ月が経過していない者に対する技術提供（当該技術に係る

資料の提示や電子メール、口頭での伝達を含む ）は外為法に基づく経済産。

業大臣の役務取引許可の対象となる場合があること（国際的な共同研究等を

含む。研究の場所が国内であるか国外であるかを問わない 。。）

○ 公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供す

る取引であって、以下のいずれかに該当するものについては、経済産業大臣

の役務取引許可を受ける必要はないこと。

・新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等によ

り、既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供する取引

・学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入

手可能な技術を提供する取引

・工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又は

聴講可能な技術を提供する取引

・ソースコードが公開されているプログラムを提供する取引

・学会発表用の原稿又は展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、当

該技術を不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする取引

なお、研究過程における海外の研究者とのデータや試料の交換等は、それ

が不特定多数の者が入手可能なものでない限り、許可申請の対象となりうる

ため、注意を要すること。
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